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○防疫機具購入費補助金交付要綱 

昭和５８年１１月２２日 

告示第１１９号 

改正 平成１０年３月１６日告示第４０号 

平成２１年３月２５日告示第６９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、衛生害虫駆除の防疫活動に必要な防疫機具を町会、町

内会及び自治会（以下「町会等」という。）において購入し、又は修繕し

た場合、予算の範囲内において補助金を交付し、もって、健康で明るく住

み良い生活環境をつくることを目的とする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則（昭和５３年

規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定

めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「防疫機具」とは、環境衛生消毒用散布機及び噴

霧機をいう。 

（購入及び修繕に対する補助金の額等） 

第３条 防疫機具の購入及び修繕に対する補助金は、次に掲げるとおりとし、

１町会等における補助金の交付は、１年度につき１回とする。 

（１） 防疫機具購入費補助金 防疫機具購入に要する経費の２分の１以

内の額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額）とし、補助限度額は１５万円とする。 

（２） 防疫機具修繕費補助金 防疫機具修繕に要する経費の３分の１以

内の額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額）とし、補助限度額は２万円とする。ただし、当該経費が３万円

未満のときは、補助の対象としない。 
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（交付申請書の様式及び添付書類） 

第４条 規則第４条第１項に規定する申請書の様式は、様式第１号のとおり

とする。 

２ 規則第４条第２項に掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。 

（交付決定通知書の様式） 

第５条 規則第７条に規定する交付決定通知書の様式は、様式第２号のとお

りとする。 

（請求書の様式） 

第６条 規則第７条に規定する交付決定通知書の交付を受けた者が請求する

補助金の請求書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

（実績報告書の様式） 

第７条 規則第１３条に規定する報告書の様式は、様式第４号のとおりとす

る。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年３月１６日告示第４０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２５日告示第６９号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

 


